
パブリックコメン
トの実施
（花巻市市民参画
条例（素案）パブ
リックコメント）

令和５年
５月10日から
6月８日
　　　３0日間

・意見件数３件（３
名）
・素案閲覧件数335件
　備付34件
　ホームページ301件

教育部
文化財課

パブリックコメン
ト

令和５年
６月１日から
７月１日
　　　3１日間

・意見件数０件
・素案閲覧者数109件
　備付47件
　ホームページ62件

①令和5年3月22
日
②令和5年8月21
日
　　　　計2回

①出席者数９名
　意見７件
②出席者数７名
　意見５件

審議会その他の附
属機関における委
員の公募
（花巻市市民参
画・協働推進委員
会）

①令和5年4月14
日
②令和5年7月31
日
③令和5年11月2
日
　　　　　計3回

①出席者数13名
　意見等なし
②出席者数11名
　質問3件、意見1件
③出席者数13名
　意見なし

市民参画実施結果

　花巻市まちづくり基本条例第１
２条第２項の規定に基づき、市民
の参画に関する基本的な事項を定
める。
　花巻市まちづくり基本条例第１
２条第1項では、本市におけるまち
づくりに関する重要な計画の策定
及び変更並びに条例等の制定改廃
は、市民が自らの意思で参画でき
る方法を用いて、意思表明をする
機会が保障されており、市民参画
条例は市民参画についての基本的
な事項を規定するもの。

花巻市市民参画条
例

関係団体からの意
見聴取
（花巻市文化財保
存活用地域計画策
定協議会）

①令和5年2月10
日
②令和5年5月15
日
③令和5年7月24
日
　　　　計3回

①出席者数９名
　意見49件
②出席者数８名
　意見25件
③出席者数９名
　意見３件

関係団体からの意
見聴取（花巻市文
化財保護審議会）

担当部署実施結果参画対象の名称 参画対象の内容

花巻市文化財保存
活用地域計画

　市内各地域の文化財及びその周
辺の総合的な保存・活用を図ると
ともに、文化財を通じた地域の活
性化に資するための基本的な計画

参画の方法 実施時期

地域振興部
地域づくり
課


